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循環型社会形成推進基本法

• 「大量生産・大量消費・大量廃棄」→「循環
型社会」

• 平成11年 環境省中央環境審議会

• 平成12年 閣議決定，国会

• 平成13年 全面施行

• 環境省web：「循環型社会形成推進基本法の
概要，趣旨」を見よ

https://www.env.go.jp/recycle/circul/kihonho/gaiyo.html
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目的

• 環境基本法の基本理念，循環型社会形成の基
本原則

• 国，地方公共団体，事業者，国民の責務の明
確化

• 循環型社会形成推進基本計画

• 施策の総合的・計画的推進

• 国民の健康で文化的な生活の確保
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定義

循環型社会(法1）
• 製品等が廃棄物となることが抑制

• 製品等が循環資源となった場合，適正な循環
的な利用が促進

• 循環的利用が行なわれない場合，適正な処分

• 天然資源消費抑制，環境負荷をできる限り低
減される社会
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廃棄物等（法２）

• 廃棄物，使用又は使用されずに収集・廃棄さ
れた物品，製品の製造，加工，修理，販売，
エネルギーの供給，土木建築工事，農畜産物
の生産など，人の活動に伴い副次的に得られ
た物品
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• 循環資源
• 廃棄物等のうち有用なもの

• 循環的な利用
• 再使用，再生利用，熱回収

• 再使用
• 循環資源を製品としてそのまま使用，又は，全部
又は一部を製品の部品などとして使用

• 再生利用
• 循環資源の全部又は一部を原材料として利用

• 熱回収
• 循環資源の全部又は一部が燃焼用に利用できるも
の，その可能性があるものを，熱を得ることに利
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循環型社会形成の基本原則

• 技術的，経済的な可能性を踏まえ，環境負荷
の少ない健全な経済の発展を図りながら，持
続的に発展できる社会の実現が推進されるよ
う行動

• 必要な措置を，国，地方公共団体，事業者，
国民で，適切な役割分担と費用の公平な負担
で行なう。

• 原材料は効率的に利用，製品はなるべく長期
間使用，廃棄物等となることができるだけ抑
制
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循環型社会形成の基本原則(続き）

• 循環資源については，できる限り循環的利用
をし，利用・処分は環境保全に支障が生じな
いように適正に行なう。

• 自然界の適正な物質循環の確保，その他の環
境保全に関する施策相互の有機的な連携が図
られるようにする。
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循環資源の循環的な利用及び処分の
基本原則(法７）

• 技術的，経済的に可能な範囲で，

• 再使用できるものは再使用

• 再生利用できるものは再生利用

• 熱回収できるものは熱回収

• これらの循環的利用が行なわれないものは処分
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関係者の責務

• 国
• 基本原則にのっとり，基本的総合的な施策を策定し，実施

する

• 地方公共団体
• 適正な循環利用・処分の実施と自然的社会的条件に応じた

施策を策定し，実施する

• 事業者
• 廃棄物となることを抑制，循環的な利用，自らの責任にお

いて適正に処分（排出者責任）

• 製品，容器などの製造販売を行なう事業者は，廃棄物とな
ることの抑制措置，設計で適正な循環的利用。処分が行な
えるようにする。循環資源となったものを自ら引き取り，
引渡し，適正に循環利用を行なう。（拡大生産者責任）

• 循環資源の適正な利用，再生品使用，国・地方公共団体の
実施する施策に協力
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• 国民

• 製品の長期間使用，再生品使用，循環資源の分
別・回収への協力により，廃棄物となることを抑
制し，循環的利用を促進するように努め，適正な
処分に関し国・地方公共団体の施策に協力

• 製品・容器などが循環資源となったものを，事業
者に適切に引き渡す
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国の主な施策

• 法制上，財政上の措置
• 循環型社会形成推進基本計画
• 事業者・国民が発生抑制する為の措置
• 適正な利用・処分するための措置
• 再生品の使用を促進する措置

• 事業者が製品・容器などの事前評価を行い，
循環的利用・処分に伴う環境負荷低減を図る
ための措置

• 規制等の措置

• 環境保全上の支障の除去に関し，原因事業者
に現状回復費用等を負担させる措置

• 発生抑制に係わる経済的措置 12



循環型社会形成推進基本計画

第五次循環型社会形成推進基本計画(2024)
• 循環経済への移行を国家戦略として位置付け
た上で、重要な方向性として、

①循環型社会形成に向けた循環経済への移行
による持続可能な地域と社会づくり

②資源循環のための事業者間連携によるライ
フサイクル全体での徹底的な資源循環

③多種多様な地域の循環システムの構築と地
方創生の実現
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• ④資源循環・廃棄物管理基盤の強靱化と着実
な適正処理・環境再生の実行

⑤適正な国際資源循環体制の構築と循環産業
の海外展開の推進

を掲げ、その実現に向けて国が講ずべき施策
を示すとともに、2030年（令和12年）度を目
標年次として数値目標を設定

• ＜概要：環境省web＞
https://www.env.go.jp/content/000243000.pdf
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循環型社会の全体像に関する指標（物
質フロー指標）

• 資源生産性

• 一人あたり天然資源消費量（マテリアルフッ
トプリント） 

• 再生可能資源及び循環資源の投入割合

• 入口側の循環利用率

• 出口側の循環利用率

• 最終処分量
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循環型社会の全体像に関する指標（取
組指標

• 循環型社会ビジネスの市場規模

• 循環型社会形

• 循環経済への移行に関わる部門由来の温室効
果ガス排出量成に関する国民の意識・行動

• 廃棄物部門由来の温室効果ガス排出量

• カーボンフットプリントを除いたエコロジカ
ルフットプリント
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• 演習（授業内課題：LMS提出）

第五次循環型社会形成推進基本計画について、
目標値が定められる指標の一つを選び、内容を
説明せよ。
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